
議会基本条例の実施検証結果報告  

 

議会運営委員会委員長  東  充洋  

 

平成２７年４月１３日、議会運営委員会を全委員出席で開催いたしま

した。  

議題は、２０１３年（平成２５年）４月に『上牧町議会基本条例』を

制定し、上牧町議会は、監視、調査、政策形成等の機能を十分発揮し、

自治体の政策立案、決定、執行等についての諸課題を明らかにし、広く

町民に伝えるとともに町民の意見を反映する責任がある。そのことによ

り『町民との情報の共有』と『協働と参画のまちづくり』を、議会の責

務として推進することが何よりも重要であるとの基本理念に基づき、上

牧町議会基本条例第２１条（見直し手続）の規定により、条例の目的が

達成されているかどうかを議会運営委員会において検討いたしました。  

結果は、別表で示しているとおりです。（別表参照）  

また、改選後の検討課題として上牧町議会基本条例第４条第１項第２

号・第３号の検証項目が各議員の捉え方がまちまちであるため検討を要

することといたしました。  

つぎに、上牧町議会基本条例第２１条第１項についての条文と解説文

との整合性についても検討課題といたしました。  

上牧町議会では、より一層町民の皆様に分かりやすく開かれた議会を

目指すための手段としてインターネット中継を実施しています。ぜひ、

ご視聴ください。  

今後も、上牧町議会は町民の福祉の向上及び町勢の発展に取り組んで

まいります。  

以上、ご報告いたします。  



No　１

(議会の活動原則）

第３条 第１項 第１号 　開かれた議会運営 義務規定 ○
第２号 　町民意見の町政への反映 努力規定 ○
第３号 　分かりやすい言葉による説明 努力規定 ○
第４号 　申合せ事項の不断の見直し 義務規定 ○
第５号 　会議資料の提供等 努力規定 ○

（議員の活動原則）

第４条 第１項 第１号 　議員相互の自由な討議の推進 義務規定 ○
第２号 　町民の選良にふさわしい活動 義務規定 △
第３号 　町民全体の福祉向上の活動 義務規定 △

（町民参加及び町民との連携）

第５条 第１項 　説明責任を十分果たす 義務規定 ○
第２項 　全ての会議を原則公開 義務規定 ○
第３項 　町民意見の討議への反映 努力規定 ○
第４項 　町民提出者の意見を聞く機会 努力規定 ○
第５項 　町民との意見交換の多様な場 努力規定 ○

（議会報告会）

第６条 第１項 　原則として毎年１回以上行う 義務規定 ○
第２項 　議会報告会に関する別の定め 義務規定 ○

（議員と町長等執行機関の関係）

第７条 第１項 第１号 　質疑応答は一問一答で行う 義務規定 ○
第２号 　議員の質疑に対する反問権 義務規定 ○
第３号 　町長等に対する文書の質問 義務規定 ○
第４号 　議員の口頭要請の文書化 義務規定 ×

（議会審議における論点情報の形成）

第８条 第１項 第１号 　政策の背景 義務規定 ○
第２号 　提案に至る経緯 義務規定 ○
第３号 　他の類似政策の比較検討 義務規定 ○
第４号 　町民参加の有無 義務規定 ○
第５号 　総合計画との整合性 義務規定 ○
第６号 　財源措置 義務規定 ○
第７号 　効果及び費用 義務規定 ○

第２項 　政策評価に資する審議 努力規定 ○
（予算及び決算における政策説明）

第９条 第１項 　分かりやすい政策説明資料 義務規定 △
（議会の合意形成）

第１０条 第１項 　議員相互の自由討議 義務規定 ○
第２項 　議員相互の合意形成 義務規定 ○

（項目）、条・項・号、主な内容 評　　価

別表　　　　　　　　議会基本条例の実施状況検証結果

平成２７年４月１３日検証



No　２

（委員会の活動）

第１１条 第１項 　町民に分かりやすい議論 努力規定 ○
第２項 　委員長報告の作成と答弁 努力規定 ○
第３項 　町民への審議経過の説明 努力規定 ○

（議員研修の充実強化）

第１２条 第１項 第１号 　議員研修の充実強化 義務規定 △
第２号 　議員研修会の開催 義務規定 △

（議員研修費等の執行及び公開）

第１３条 第１項 第１号 　実施要綱の遵守 義務規定 ○
第２号 　報告書の閲覧請求への対応 義務規定 ○

（議会事務局の体制整備）

第１４条 第１項 　事務局機能の充実強化 努力規定 △
（議会図書室の設置及び公開）

第１５条 第１項 　図書室の設置と図書の充実 努力規定 △
第２項 　図書室の公開 努力規定 △

（議会広報の充実）

第１６条 第１項 　議会だよりによる情報提供　 努力規定 ○
第２項 　多様な手段による広報拡充 努力規定 ○

第１７条 第１項 　政治倫理条例の遵守 義務規定 ○
（議員定数）

第１８条 第１項 　議員定数条例の準拠 義務規定 ○
第２項 　定数改正の手続き 義務規定 ○

（議員報酬）

第１９条 第１項 　議員報酬条例の準拠 義務規定 ○
第２項 　報酬改正の手続き 義務規定 ○

（最高規範性）

第２０条 第１項 　最高規範性の実行 義務規定 ○
第２項 　一般選挙後の条例研修 義務規定 該当なし

（見直し手続き）

第２１条 第１項 　目的達成の検証と公表 義務規定 ○
第２項 　条例改正への適切な措置 義務規定 ○
第３項 　改正の理由と背景の説明 義務規定 ○

（議会及び議員の責務）

第２２条 第１項 　法令遵守 義務規定 ○

平成２７年４月１３日検証

　　　　　　

（議員の政治倫理）

　　備考：評価は、三段階とし、○△×を記入する。

議会基本条例の実施状況検証結果

（項目）、条・項・号、主な内容 評　　価


